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マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）

と
は
、
平
成
27
年
10
月
か
ら
国
民

一
人
一
人
に
割
り
当
て
ら
れ
る

「
12
桁
の
番
号
」
で
す
。
個
人
が

特
定
さ
れ
な
い
よ
う
、
住
所
地
や

生
年
月
日
な
ど
と
関
係
の
な
い
番

号
が
割
り
振
ら
れ
ま
す
。
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
は
、
番
号
が
漏
え
い
し
、

不
正
に
使
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い

限
り
、
一
生
変
更
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
法
人
に
対
し
て
も
、
１
法
人
に

一
つ
の
法
人
番
号
（
13
桁
）
が
指

定
さ
れ
ま
す
。

　
私
た
ち
の
暮
ら
し
に
関
わ
る
個

人
情
報
は
、
国
や
地
方
公
共
団
体

な
ど
の
機
関
で
別
々
に
管
理
さ
れ

て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
制
度
（
社
会
保
障
・
税
番
号

制
度
）
に
よ
り
、
一
人
に
一
つ
割

り
当
て
た
番
号
を
効
率
的
に
運
用

す
る
こ
と
で
、
複
数
機
関
で
管
理

す
る
個
人
情
報
が
同
じ
人
の
情
報

で
あ
る
こ
と
を
、
正
確
・
円
滑
に

判
断
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
導
入
で
、

①
住
民
の
行
政
手
続
き
の
簡
素
化

や
負
担
軽
減
、
②
行
政
の
事
務
処

そ
も
そ
も…

〝
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
〞っ
て
？

国
民
一
人
一
人
が
持
つ
12
桁
の
番
号
で
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
が
始
ま
る
と

ど
ん
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
の
？

住
民
の
利
便
性
を
高
め
、
行
政
を
効
率
化
し
、

公
平
・
公
正
な
社
会
を
実
現
す
る
社
会
基
盤
と
な
り
ま
す
。

皆さんの暮らしを便利に皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆ささささささささささささささささささんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんのののののののののののののののののののの暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮らららららららららららららららららららしししししししししししししししししししししをををををををををををををををををををを便便便便便便便便便便便便便便便便便便便利利利利利利利利利利利利利利利利利にににににににににににににににににににに皆さんの暮らしを便利に

制度
始まります

10月以降 通知カードが届きます

マイナンバーキャラクター　
マイナちゃん

社会保障・税番号制度

マイナンバー（個人番号）

1234 5678 9012

・住所地や生年月日とは関係のない番号
・番号は、原則として一生同じもの
・法人には13桁の法人番号を指定

12桁の番号

　赤ちゃんからお年寄りまで、日本に住む全ての人に12桁の番
号（共通番号）を割り当てる「マイナンバー制度」（社会保障・
税番号制度）が始まります。「マイナンバー」の通知は今月から
順次行われ、年明けには社会保障・税・災害対策の手続きで運
用が開始されます。

マイナンバー特集

パート　募集
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マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
記
載
し

た
書
類
を
提
出
す
る
際
は
、

通
知
カ
ー
ド
な
ど
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
が
正
し
く
記
載
さ
れ
て

い
る
こ
と
の
確
認
書
類
お
よ

び
運
転
免
許
証
な
ど
の
本
人

確
認
書
類
を
用
意
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
は
社
会
保
障
、
税
、
災

害
対
策
の
分
野
の
中
で
も
、

法
律
や
条
例
で
定
め
ら
れ
た

手
続
き
に
し
か
使
え
ま
せ
ん
。

理
の
効
率
化
、
③
行
政
サ
ー
ビ
ス

の
受
給
状
況
の
正
確
な
把
握
な
ど

に
よ
る
公
平
・
公
正
な
社
会
の
実

現
　
の
３
つ
の
効
果
が
期
待
さ
れ

ま
す
。

●
住
民
の
利
便
性
の
向
上

　
行
政
機
関
へ
提
出
す
る
添
付
書

類
が
削
減
さ
れ
る
な
ど
、
手
続
き

が
簡
素
化
さ
れ
、
負
担
軽
減
が
図

ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
行
政
機
関
が

保
有
す
る
自
己
の
情
報
の
確
認
、

行
政
機
関
か
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な

サ
ー
ビ
ス
の
案
内
を
受
け
取
る
こ

と
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

●
行
政
の
効
率
化

　
国
や
地
方
公
共
団
体
な
ど
で
の

さ
ま
ざ
ま
な
情
報
の
照
合
・
転

記
・
入
力
な
ど
に
要
す
る
時
間
を

大
幅
に
削
減
で
き
ま
す
。
さ
ら
に
、

複
数
の
業
務
間
で
の
連
携
が
進
み
、

手
続
き
が
正
確
で
ス
ム
ー
ズ
に
な

り
ま
す
。

●
公
平
・
公
正
な
社
会
の
実
現

　
住
民
の
所
得
や
行
政
サ
ー
ビ
ス

の
受
給
状
況
を
把
握
し
や
す
く
な

り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
負
担
を

不
正
に
免
れ
た
り
、
給
付
を
不
正

に
受
け
た
り
す
る
こ
と
を
防
止
す

る
他
、
本
当
に
困
っ
て
い
る
人
に

き
め
細
や
か
な
支
援
が
行
え
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は

い
つ
必
要
に
な
る
の
？

平
成
28
年
１
月
か
ら
、
社
会
保
障
、
税
、
災
害
対
策
の

行
政
手
続
き
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

マイナンバー制度 導入のメリットマイナンバーが必要な
手続き【例】

│面倒な手続きが簡単に│

1 住民の
利便性の向上

│手続きが正確で早くなる│

2 行政の効率化

│給付金などの不正受給の防止│

3 公正･公平な
社会の実現

年金を受給しよ
うとするとき

児童手当の現況
届を出すとき

健康保険を受給
しようとすると
き

所得税の確定申
告をするとき

給与の支払い･
保険料を徴収す
るとき

雇
用
主

従
業
員

保険料

給与

・市内に住民票を有す
る人にマイナンバー
が通知されます。
・世帯ごとに世帯全員
分の通知カードが送
付されます。
・個人番号カードの申
請が開始されます。

住民票の住所地に
通知

・年金、医療保障、雇
用保険などの社会保
障や税の手続き、災
害対策の行政手続き
でマイナンバーが必
要になります。
・個人番号カードの交
付が始まります。

マイナンバーの
利用開始

・マイナンバーを含む
自分の個人情報を、
“いつ”“誰が”“なぜ”
提供したのかなどを
インターネット上で
確認することが可能
な「マイナポータル」
の運用が始まります。

平成29年１月

「マイナポータル」が
開始予定

予定

・国と地方公共団体、
地方公共団体と地方
公共団体間での情報
連携が始まります
（国機関間では先立っ
て１月開始予定）。

平成29年７月

地方公共団体を
含めた情報連携

予定

制
度
実
施
の
流
れ

1234 5678 9012

マイナ
ポータル

平成27年10月
以降

平成28年１月

週末は何かがある！

税と保険料

3 広報そうさ H 27. 10. 1


